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厚生労働省の社会保障審議会・医療部会は����年��月、

「����年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」をまとめた。人口の高齢化や生産年齢人口の減少が

一層深刻になる����年以降も適切な医療・介護が受けられる体制を確保するため、新たな地域医療構想の推進や

医師偏在是正対策、医療DXの推進に取り組む姿勢を明示した。
本稿は����年�月��日時点の情報に基づいて作成
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地域医療構想の対象範囲を外来・在宅医療、介護との連携にまで拡大

　新たな地域医療構想は����年頃を目標年とする。入院医療に特化
した現行構想とは大きく異なり、外来・在宅医療、介護との連携などに
まで対象範囲を広げる　　　  。これまでの医療提供体制は「治す医
療」（急性期医療等）に重点が置かれてきた。しかし、生産年齢人口の
減少でその需要は次第に低下し、代わりに��歳以上の高齢者の医療・
介護ニーズが増加する。このため、かかりつけ医機能を担う医療機関
を中心に医療機関や介護事業所等が連携して、これらの高齢者を「治
し支える」医療提供体制を再構築していく必要があるからだ。
　そこで����年に向けては入院医療だけでなく外来・在宅医療につ
いても、➀「外来機能報告」や「かかりつけ医機能報告」（����年�～�月
に初回報告を実施予定）のデータ、将来の医療需要、医療資源の状況
などを踏まえ、地域における協議の場で現状把握や課題を共有、➁目
標とすべき将来像を定め、地域医療構想に書き込む、➂PDCAサイクル
を回しながら現実の医療提供体制を目標に近づける取り組みを進め
る―という手順で地域医療構想の実現を目指すことになる。
　協議の進め方など制度運用の詳細は、����年度中に国が検討・策
定する「新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドライン」で明
らかにされる。地域の事情によって取り組むべき課題は異なるが、例
えば外来医療では休日・夜間の初期救急医療への対応、かかりつけ医
機能を担う医療機関と紹介受診重点医療機関の役割分担と連携、医
療機関と介護・福祉サービスとの連携強化、診療所医師の高齢化が進
む地域での診療所の承継・開業支援、内科以外の初期診療にも効率

的に対応するための連携体制構築―などが想定される　　　  。
　在宅医療は今後需要が大幅に拡大するにも関わらず、在宅医療を
支援する診療所数は横ばいの状況にある。このため在宅医療への新
規参入促進や中小病院による後方支援体制の確保などが急務となっ
ている。また、医療従事者不足が深刻化する中にあって、オンライン診
療などを含む医療DXの推進は外来・在宅医療共通の重要課題と言え
るだろう。
　ここまで新たな地域医療構想について概説してきたが、かかりつけ
医機能の確保や在宅医療の整備といった取り組みは医療計画でも行
われており、両者の関係性がよくわからないと感じた読者も多いので
はないだろうか。簡単に言うと両者の違いは時間軸にある。
　今回の制度改正では地域医療構想の医療法上の位置付けも見直さ
れ、医療計画の記載事項の一部から医療計画の上位概念へと格上げ
される。この結果、地域医療構想は地域の医療提供体制全体の����
年頃を見据えた将来ビジョン、医療計画は構想に即した�年間（一部�
年間）の�疾病・�事業、外来医療、在宅医療などに関する具体的な取り
組みを定めた実行計画という関係に改められる。
　厚生労働省は����年度を前出のガイドラインの検討・策定期間に
充てる方針で、都道府県による新たな地域医療構想の策定は����年
度、その内容が外来医療計画や在宅医療に関する事業に反映される
のは第�次医療計画の中間見直し後の����年度からとなる見通しだ。
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［出典］新たな地域医療構想等に関する検討会（第��回 ����年��月�日）《厚生労働省》

新たな地域医療構想の記載事項図表�

現行の地域医療構想の主な記載事項

● 構想区域における将来の病床数の必要量
● 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・

連携の推進に関する取り組み
● 病床機能の情報提供の推進

新たな地域医療構想の主な記載事項（案）

● 地域の医療提供体制全体の将来のビジョン・方向性
※入院医療、外来医療、在宅医療、介護との連携、人材確保等を含む医療提供体制全体の将来の

ビジョン・方向性
● 構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり方
● 構想区域における将来の病床数の必要量
● 地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携の推進に関する取り組み
● 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携の推進に関する取り組み
● 医療機関機能の情報提供の推進
● 病床機能の情報提供の推進　※具体的な記載内容等はガイドラインで検討

※医療計画において、新たな地域医療構想に即して、５疾病・６事業および在宅医療、医師確保、
外来医療等に関する具体的な取り組みを定める。

※新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。
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医師の偏在是正では診療所の承継支援や新規開業規制の強化などを実施

　医師の偏在是正については医療部会の意見を踏まえ、厚労省の対
策推進本部が、➀「重点医師偏在対策支援区域」の設定と経済的イン
センティブの導入、➁かかりつけ医機能を担う医師の確保、➂診療所
数が多い地域における新規開業規制の強化―などを盛り込んだ対策
パッケージをまとめている。
　➀では僻地ではないものの医師不足が深刻な地域を都道府県が

「重点医師偏在対策支援区域」に設定し、当該区域を対象にした「医
師偏在是正プラン」を策定。その着実な実施を後押しするため、プラン
の策定時期にあたる����年度から経済的インセンティブも導入する。
その中身には、重点支援区域の医療機関に派遣・従事する医師の手当
の増額支援や医師の派遣元医療機関への支援などが想定されてい
る。重点支援区域内の診療所の承継・開業支援も経済的インセンティ

ブのメニューに含まれるが、緊急性が高いとの判断から����年度補正
予算に���億円を計上、����年度を待たずに先行実施する。
　➁では、▽中堅・シニア世代の医師を対象に医師不足地域での医療
に関心・希望がある医師と医師少数区域の医療機関との全国的なマ
ッチング支援▽中堅以降の様々な診療科の医師が総合的な診療能
力を学び直すためのリカレント教育事業の支援―などを実施。
　➂では、診療所数が突出して多い地域（＝外来医師過多区域）での
新規開業に、▽開業�ヵ月前に提供予定の医療内容などの届出を求め
る▽都道府県から地域に不足する医療の提供などの要請を受けた診
療所は保険医療機関の指定期間を通常の�年から�年に短縮する―
などの措置を講じる（通常の外来医師多数区域での対応は変更なし）。

［出典］規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ（第�回 ����年��月�日）《内閣府》

オンライン診療を法制化し、都道府県への届出を義務付けへ

　医療DXに関しては、電子カルテ情報共有サービスやオンライン診療
を一層推進するための法整備を行う。このうちオンライン診療は、現
行の関連指針などでの運用を活かす形で医療法に総体的な規定を
設け、法律上の位置付けを明確化。その上でオンライン診療を行う医

療機関に新たに都道府県への届出を求める。診療所の開設の必要な
くオンライン診療を実施できる場として「特定オンライン診療受診施
設」を新設し、公民館、郵便局、駅ナカブースなどでのオンライン診療
を可能にする規制緩和も行う　　　  。図表�

［出典］新たな地域医療構想に関するとりまとめ（����年��月��日）《厚生労働省》

地域の協議の場で共有する課題や取り組み事項の例図表�

共有するデータや課題等の例
● 医師数や診療領域ごとの診療体制
● 時間外診療、在宅医療、在宅介護の提供状況、後方支援病床の確保状況
● 慢性期・在宅需要と在宅医療提供量・療養病床・介護施設・高齢者住まい等の状況
● 医療機関と介護施設等との平時や緊急時の連携体制の構築状況等

取り組みの方向性（イメージ）
● 不足する医療提供のための方策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、医療機関や訪問看護の在宅対応力の強化、在宅患者の��時

間対応の中小病院等による支援、診療所の承継支援、医師の派遣、巡回診療の整備等）
● D to P with N 等のオンライン診療や医療DXによる在宅医療等の効率的な提供のための方策
● 患者の状態悪化の防止や必要時の円滑な入院等に向けた医療機関と介護施設等の具体的な連携、高齢者の集住等のまちづくりの取

り組みとの連携等
※いずれも����年度の関係ガイドライン策定時に具体策を検討

● 現行、本来的に医療を提供しない施設でオンライン診療が行われる場合、診療所として開設しない限り、
公衆・特定多数人に医療を提供できなくなっている。

● そこで、診療所としての開設を要することなく、オンライン診療が行える場を整備する。

現 行現 行 見 直 し 後見 直 し 後

制度見直し後のオンライン診療が受けられる場所について（イメージ）図表�

診療所

公民館・
郵便局・
駅ナカブース

職場・
介護事業所等

居宅等
（自宅）

（※１）管理医師の下で看護師に診療補助行為を行わせる場合等
（※２）複数医療機関によるオンライン診療が行える場とする、

管理医師の確保が困難等
（※３）利用者以外の地域の方にも解放したい場合等

類型が存在せず、医師が常駐しない
診療所として開設するしかない
→ハードルが高く実績が少ない

引き続き、患者の生活の場所として、
保健所への届出なく医療を実施可能

開設のハードル高い

医療実施のハードル低い

診療所として開設する必要がなく、複数の医療機関が
オンライン診療を行える場所として設置可能

※１

※２

※３

公民館・郵便局・駅ナカブース・職場・介護事業所
特定オンライン診療受診施設

オンライン診療
の受診希望



　����年度に創設される「かかりつけ医機能報告」の報告事項はどのような内容になるのでしょうか。また、報告対象医療機関は内科の
診療所というように診療科や施設類型がある程度限定されることになるのでしょうか？

2025年度から始まる「かかりつけ医機能報告」では
どのような内容の報告が求められるのでしょうか？

［出典］かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理（����/�/��）《厚生労働省》

内科以外の診療科も含む17の診療領域における一次診療への対応状況、
時間外診療や在宅医療の実施状況などを報告します。

　かかりつけ医機能報告は、今後の高齢者の増加に備えて地域におけるかかりつけ医機能を確保するために、地域におけるかかりつ
け医機能の充足状況を把握し、体制づくりに活用することを目的としています。内科の医師だけでなく、内科以外が専門の開業医や開
業希望のある病院勤務医がリカレント教育などによって対応可能な領域を広げ、新たに地域でかかりつけ医として活躍してもらうこと
も念頭に置いた制度設計となっています。
　報告対象は特定機能病院を除くすべての医科の病院、診療所です。地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関を除外しないのは、
過疎地などではこれらの病院がかかりつけ医機能を担っているケースもあるからです。
　報告事項は �号機能（慢性疾患患者に対する診療を日常的・継続的に提供する機能等）と� 号機能（時間外診療、在宅医療、介護との
連携など）に大きく分かれます。
　�号機能の報告項目は、➀�号機能を有していることと報告事項の院内掲示の有無、➁かかりつけ医機能に関する研修修了医師や総
合診療専門医の有無、➂��の診療領域ごとの一次診療の対応可否、➃医療に関する患者からの相談への対応可否―などです。このう
ち➂は、いずれかの診療領域の一次診療に対応できることを要件にするとともに、一次診療に対応可能な疾患の報告も求めます。➀～
➃をすべて「可」（または「有」）と報告した医療機関のみが、「 �号機能を有する医療機関」となり、� 号機能の報告に進みます。
　制度運用の詳細は����年度末に公表されるガイドラインで明らかになる予定です。初回の報告は����年�月～� 月に実施され、地
域での協議の結果が医療計画に反映されるのは����年度からの見通しです。
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�号機能における��の診療領域図表

次の診療領域ごとに一次診療への対応状況（有・無）を報告する。

�. 皮膚・形成外科領域

�. 神経・脳血管領域

�. 精神科・神経科領域

�. 眼領域

�. 耳鼻咽喉領域

�. 呼吸器領域

�. 消化器系領域

�. 肝・胆道・膵臓領域

�. 循環器系領域

��. 腎・泌尿器系領域

��. 産科領域

��. 婦人科領域

��. 乳腺領域

��. 内分泌・代謝・栄養領域

��. 血液・免疫系領域

��. 筋・骨格系および外傷領域

��. 小児領域


